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携帯電話・PHS の番号ポータビリティの実施に関するガイドラインの改正案に関し、別
紙のとおり意⾒を提出します。 
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別紙 

該当箇所 当協会の意⾒ 
総論 番号ポータビリティは電話サービスの利⽤者⾃らが利⽤する電気通信番号

の使⽤を維持しながら、より良い事業者・サービスへ乗り換えることを可
能とするものであり、市⺠に確保されるべき権利です。今回の改正案はポ
ータビリティをより改善し、利⽤者の利益をより強固にするだけでなく、
結果的に電話サービスを提供する事業者間の公正な競争を促進することに
なります。そのため本改正案に賛同します。 
⼀⽅で、固定系電話で使われている特定 IP 電話（050 電話）の電気通信番
号は番号ポータビリティの対象外であることから、この実現に向けた検討
が⾏われることを希望します。 

３ 番号ポータビリティの実施 
携帯電話事業者（ＭＮＯ及びＭＶＮＯ）は、電気通信番号
計画第３の表電気通信番号の使⽤に関する条件欄の規定に
基づき、全ての携帯電話事業者間で双⽅向での番号ポータ
ビリティを可能とするとともに、番号ポータビリティの実
施に当たり次の事項を確保すること。 
（中略） 
（２） 携帯電話番号の指定を受けていない携帯電話事業者
による番号ポータビリティ 
ＭＶＮＯが携帯電話役務を提供する場合※は、「ＭＶＮＯに
係る電気通信事業法及び電波法の適⽤関係に関するガイド
ライン」に基づき、携帯電話番号の指定を受けた携帯電話

電気通信番号の⾮指定事業者の番号ポータビリティが、番号指定事業者の
それと同等に取り扱われることは利⽤者の利益となるため本改正案に賛同
します。 
⼀⽅で、固定電話番号や着信課⾦番号についても番号指定事業者と番号⾮
指定事業者間の番号ポータビリティが円滑に⾏われるようその運⽤の扱い
について今後議論されることが必要です。またその議論には⾮指定事業者
も議論に参加することが必要であると考えます。 
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事業者は、当該ＭＶＮＯの利⽤者に付された当該携帯電話
番号について、利⽤者において番号ポータビリティが可能
となるための措置を講ずること。また、特に、今後新規に
市場参⼊するＭＶＮＯにおいても、参⼊当初から双⽅向で
携帯電話役務の番号ポータビリティを可能とすること。 


